
【参考】  地下水採取量の計算方法 

 
揚水機の運転時間から計算する場合（水量測定器を設置していない場合）の計算方法は、

以下のとおりです。 
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※管内平均流速２m／秒として計算 

 
【 計 算 方 法 】 

 
①１日あたりの平均採取量を求める 

（D） ㎥ ＝ （A） ㎥ × ６０（分） × （C） 時間 
※（D）は少数第３位を四捨五入 
※（A）「最大吐出量（１分間当たり）」が不明の場合は、熊本県環境立県推進課（TEL ０９６
－３３３－２２７２）に御連絡ください。 

 

②年間の総採取量を求める 
（E） ㎥ ＝ （B） 日間 × （D） ㎥ 
※（E）は少数以下切り捨て 

 

計算例） 吐出口の断面積が１９．６㎠（最大吐出量０．２４㎥）で、毎日３時間使用する場合 

０．２４㎥×６０分×３時間＝４３．２０㎥ 

３６５日間×４３．２０㎥＝１５，７６８㎥となります。 
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地下水採取量届出書 用途コード表 

用 途 記入コード 

①農 業 101 水田 102 畑地 103 果樹・草地 104 畜産 105 その他 

②水産養殖 200 

③工 業 

301 食料品製造 302 繊維工業 303 衣服・補正加工 304 木材・木製品 

305 パルプ・紙製品 306 出版・印刷 307 化学工業 308 石油・石炭製品  

309 ゴム製品 310 家具製造 311 なめし革・毛皮製造 312 窯業・土石製品 

313 鉄鋼業 314 非鉄金属 315 金属製品 316 一般機械 317 電気機器 

318 輸送用機器 319 精密機器 320 その他製造業 321 電気業 

322 ガス供給 323 熱供給 330 工業用水道 

④建 築 物 

401 一般事務所 402 百貨店・小売店 403 飲食店 404 金融・保険 

405 不動産 406 運輸業 407 旅館・ホテル 408 公衆浴場  

409 映画館・劇場 410 その他娯楽施設 411 病院・診療所  

412 保険・清掃事務所 413 学校・研究施設 414 官公庁 415 その他 

⑤水 道 501 水道 502 簡易水道 503 専用水道 504 飲料水供給施設 

⑥家 庭 600 

⑦そ の 他 700 

 


